
総務局

行政改革の推進と危機対応力強化

法規審査
■政策法務（法制課）

　横浜市独自の政策・事業を実現するために必要な法シ

ステムについて調整等を行っています。

■法規審査（法制課）

　条例等の議会議案及び規則等の重要な文書の審査や横

浜市の事務事業の遂行に伴って生じる法律問題の処理を

通じ、法令に即した適正な行政の実現を図っています。

また、市政に関する訴訟等の進行管理を行っています。

■行政手続条例等の運用（法制課）

　横浜市行政手続条例及び行政手続法に関する事務につ

いての総合的な調整など、行政手続の適正な運用に努め

ています。

■行政不服審査制度の運用（法制課）

　行政不服審査法及び横浜市行政不服審査条例に基づく

審査請求に関する審査手続など、行政不服審査制度の運

用を行っています。

コンプライアンスの推進
■コンプライアンスの推進
	（コンプライアンス推進室）

コンプライアンス推進体制
　公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保を図るた

め不正防止内部通報制度、特定要望記録・公表制度、内

部監察制度、行政対象暴力対策等、コンプライアンスに関

連する制度を運用しています。また、時代や社会情勢に即

した制度運用を行うため、副市長を委員長とするコンプライ

アンス委員会や外部有識者から選任したコンプライアンス

顧問により、各制度の点検・評価を実施しています。

職員行動基準
　職員が業務を遂行するに当たり拠り所となる規範とし

て「横浜市職員行動基準」を平成 19 年 12 月に策定し、

令和２年度に一部の項目を改定しました。

　「職員一人ひとりが行動基準に基づき、自ら考え行動

する」ことを目標として、研修や表彰を実施し、より一

層のコンプライアンス意識の浸透を図ります。

事務処理ミス・事件事故等の再発防止
　事務処理ミス・事件事故等が発生した際に、各区局に

おける再発防止に向けた事務の点検・改善等の取組を支

援するとともに、全庁的な対応が必要な課題については、

関係区局と連携して取り組んでいます。

　不断の行政改革の推進や危機対応力の強化等の取組を通じて、市民の皆さんからの期待・信頼に応えられる市役所づくりや安全・

安心を実感できる都市の実現に向けた仕組みづくりに取り組みます。

　市民サービスの一層の向上を目指し、ICTを積極的に活用した業務改善やワークスタイル改革を推進します。

　また、市民の皆さんの安全・安心を守るため、自助・共助を中心とした地域防災力の向上と危機対応力の強化に引き続き取り組

みます。

１	局の施策

○	更なる業務効率化と働き方改革の実現

	 　全庁的な業務改善とワークスタイル改革に引き続き取り組みます。また、業務を支える ICT環境の安定的な運用に努

めます。

○	職員の人材育成の推進と健康で働きやすい職場づくり

	 　全ての職員が意欲と能力を十分に発揮できるよう、職員の人材育成の推進と健康で働きやすい職場環境づくりを進めま

す。また、長時間労働の是正、超過勤務の縮減や適正な業務執行の確保に向けた職場づくり等を推進します。

○	地域防災力の向上と危機対応力の強化

	 　町の防災組織の活動支援や市民防災センターの活用など、地域における自助・共助の意識啓発により災害に強い人づくり・地

域づくりを推進します。

	 　また、関係機関等と連携した訓練等を通じ自然災害への備え等様々な危機対応力を強化します。

２	局組織運営の考え方

○	現場との一体感を意識して、各区局に対して適切なサポートを行います。

○	市庁舎の執務環境を最大限に活用し、各部を超えた連携・情報共有を進めるとともに、業務効率化とワークスタイル改革

を実現し、職員一人ひとりが生き生きと働く組織づくりを進めます。

○	長時間労働是正に向けたマネジメントにより、職員の心身の健康管理や働きやすい職場環境づくりを進めます。
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内部統制制度の推進
　地方自治法に基づき事務の適正な執行を確保するた

め、令和２年４月に横浜市内部統制基本方針を策定、全

庁的に内部統制を推進しています。

　令和３年度からは内部統制評価報告書を毎会計年度作

成し、監査委員の審査意見を付して議会へ提出、公表し

ています。

人事・研修
■人事・組織管理（人事課）

　現在、本市では、戸籍や税などの窓口サービスのほか、
福祉・保健医療、環境改善、都市基盤整備、経済振興、
教育文化などの分野で、約４万３千人の職員が市政に従
事しています。
　市民満足度の向上のためには、職員一人ひとりが意欲
と能力を高め、自信とやりがいを持って働くことを通じ
て市役所全体の活力を生み出すことが重要です。
　そのため、職員の意欲や能力、実績に応えられる人事
給与制度を推進するとともに、人事異動・人事考課・研
修を効果的に連携させた人材育成体系のもと、引き続き
様々な取組を進めていきます。
職員の採用・異動
　横浜市職員の採用は、法律に基づき、原則として競争
試験等により行われています。
　令和 3 年度の職員採用者数は、事務系 504 人、技術系
151 人、医師・医療技術系 54 人、技能系 93 人でした。
　障害者の雇用にも積極的に取り組んでおり、令和 2 年
6 月現在の障害者雇用率は本市全体では 2.38％、市長部
局では 2.76％となっています。
　また、人材育成・能力活用の観点から人員配置を行い、
公務の能率的な運営や職場の活性化を図るため、令和 3 年
4 月の定期人事異動では、4,401 人の異動を実施しました。
職員の服務管理
　職員の義務と責任については、地方公務員法等で定め
られています。本市では、職員一人ひとりが法令や条例
等を遵守し、公務を公正かつ公平に行うこと、公務外に
おいても横浜市職員としての自覚と誇りをもって行動す
ることを求めています。
組織機構
　本市の組織機構については、日常の市民生活に密着
したきめ細かい施策展開や市政全体にかかる緊急・重要
な行政課題への的確な対応が可能となる執行体制の整備
を図るとともに、既存体制の徹底した見直しを行ってい
ます。
　また、行政の果たすべき役割の再検討、施策・事業の
最適な実施主体・手法の選択など、効率的・効果的な執
行体制の構築に向け、令和 3 年度も引き続き、政策・財
政・運営の緊密な連動を図るとともに、社会情勢の変化
等に応じた機動的かつ効果的な組織編成を推進していま
す。

職員定数の管理
　職員の定員管理にあたっては、効率的・効果的な執行
体制を構築していくことはもとより、市民の皆さんのニ
ーズや意識の変化を踏まえ、重点政策課題などに機動的
に対応できるよう、的確に人員をシフトしていく必要が
あります。
　市民満足度向上や費用対効果の観点から、各施設・事
業の最適な実施主体あるいは実施手法を選択していくこ
とを前提に、引き続き適正な管理を進めていきます。

■勤務条件（労務課）

　職員の給与等の勤務条件については、地方公務員法に
より民間の実態や国の事情等を考慮するなどして、決定
することになっています。横浜市でも、この地方公務員
法の趣旨に基づき勤務条件を決定しています。

■福利厚生（職員健康課）

　公務が適正かつ能率的に遂行されるためには、職員が
健康で安心して積極的に職務に専念できる環境が必要で
す。このために、地方公務員法、労働安全衛生法等の趣
旨にそって、職員の福利厚生、安全衛生管理、公務災害
補償の適切な実施に努めています。

■職員研修（人材開発課）

　人材育成にあたっては、職員一人ひとりの意欲と能力
を高めることで、組織力を高め、市民サービスの向上に
つなげることが重要と考えます。
　そのため、「人材こそが最も重要な経営資源」である
ことを念頭に、求められる職員像である「ヨコハマを愛
し、市民に信頼され、自ら考え行動する職員」の育成を
目指し、研修を実施しています。



市職員現在員数 令和３年４月現在

合
計

横 浜 市 合 計 42,876 73 48 7 18 344 1,150 3,369 718 2,651 4,936 9,589 3,465 1,540 5,024 15,102 3,220 37,940

技 監 ( ※ 1)

危 機 管 理 監 1 1 1 1

Ｃ Ｉ Ｏ 補 佐 監 （ ※ 2 ）

Ｃ ＩＳＯ補佐監（※3）

Ｃ D Ｏ 補 佐 監 （ ※ 2 ）

温暖化対策統括本部 47 1 1 4 5 19 3 16 29 13 5 18

デ ジ タ ル 統 括 本 部 23 1 1 1 4 8 1 7 14 8 1 9

政 策 局 206 8 1 2 5 11 38 68 18 50 125 68 13 81

総 務 局 440 4 1 2 1 7 36 137 25 112 184 220 8 7 18 3 256

財 政 局 436 2 1 1 5 25 71 21 50 103 323 10 333

国 際 局 67 2 1 1 4 12 26 5 21 44 22 1 23

市 民 局 273 3 1 1 1 11 31 77 16 61 122 146 5 151

文 化 観 光 局 122 1 1 5 19 44 5 39 69 49 4 53

経 済 局 248 2 1 1 6 23 60 11 49 91 131 19 7 157

こ ど も 青 少 年 局 829 1 1 7 41 156 24 132 205 585 7 29 3 624

健 康 福 祉 局 1,084 4 1 3 19 65 250 49 201 338 532 125 72 17 746

医 療 局 77 1 1 2 15 27 6 21 45 30 1 1 32

環 境 創 造 局 1,360 2 1 1 10 69 177 45 132 258 217 760 125 1,102

資 源 循 環 局 1,875 1 1 7 39 109 20 89 156 243 212 1,264 1,719

建 築 局 530 1 1 9 33 97 23 74 140 79 311 390

都 市 整 備 局 397 4 1 3 16 45 118 32 86 183 84 130 214

道 路 局 406 2 1 1 5 28 76 13 63 111 116 179 295

港 湾 局 293 2 1 1 6 23 55 14 41 86 104 93 10 207

消 防 局 3,624 1 1 24 100 274 73 201 399 7 1 3,217 3,225

鶴 見 区 517 1 1 4 17 60 10 50 82 359 32 30 14 435

神 奈 川 区 413 1 1 5 15 54 6 48 75 265 32 24 17 338

西 区 286 1 1 4 15 47 6 41 67 170 20 17 12 219

中 区 475 1 1 4 18 65 13 52 88 312 38 23 14 387

南 区 460 1 1 4 16 58 12 46 79 319 24 23 15 381

港 南 区 438 1 1 4 16 54 11 43 75 291 26 25 21 363

保 土 ケ 谷 区 419 1 1 4 16 51 8 43 72 283 25 21 18 347

旭 区 469 1 1 5 16 56 11 45 78 318 31 26 16 391

磯 子 区 346 1 1 4 16 48 12 36 69 216 25 20 16 277

金 沢 区 401 1 1 4 16 49 6 43 70 267 24 24 16 331

港 北 区 521 1 1 4 15 59 12 47 79 360 32 33 17 442

緑 区 387 1 1 4 16 49 9 40 70 256 22 19 20 317

青 葉 区 435 1 1 4 16 52 12 40 73 293 27 27 15 362

都 筑 区 387 1 1 4 16 51 11 40 72 247 26 23 19 315

戸 塚 区 442 1 1 4 15 56 10 46 76 292 32 27 15 366

栄 区 317 1 1 4 15 46 7 39 66 191 22 19 19 251

泉 区 332 1 1 5 16 45 7 38 67 211 24 19 11 265

瀬 谷 区 337 1 1 4 15 47 13 34 67 216 20 18 16 270

水 道 局 1,430 2 1 1 9 43 139 34 105 193 433 664 140 1,237

交 通 局 2,499 1 1 7 38 152 44 108 198 85 98 2 2,116 2,301

医療局病院経営本部 1,601 2 2 74 59 134 29 105 269 84 239 1,009 1,332

会 計 室 43 1 1 2 3 7 2 5 13 30 30

教育委員会事務局 795 1 1 13 57 97 19 78 168 447 10 1 169 627
教育委員会事務局(※4)
(学校に勤務する職員) 16,646 595 88 1,030 14,933 16,646

選挙管理委員会事務局 16 1 1 1 1 4 1 3 7 9 9

人事委員会事務局 27 1 1 1 2 7 1 6 11 16 16

監 査 事 務 局 41 1 1 1 5 16 5 11 23 18 18

議 会 局 58 1 1 2 6 17 3 14 26 29 3 32
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長
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長
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技
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教
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(※1）都市整備局長が兼務。  (※2）デジタル統括本部副本部長が兼務。 (※3)総務局行政改革推進部ICT推進担当部長兼務。  (※4）職種のみ分類。
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表1　市職員現在員数 令和３年４月現在
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行政改革
■行政運営の改革及び改善の推進	 	
（行政マネジメント課）

　市民サービスの一層の向上を目指し、既存の仕組みや
制度の見直し、事業の見直しなどの抜本的な業務改善を
進めるとともに、全庁的なワークスタイル改革に取り組
んでいます。
　

■外郭団体改革の推進
　（行政マネジメント課）

　外郭団体の整理や統合、民間主体の運営への移行を推

進したことにより、令和 3 年度には、団体数が最も多か

った平成 5 〜 7 年度の 67 団体に比べて、32 団体減の 35

団体となっています。

　また、本市では、平成 16 年度から団体の中期的な経

営目標を「協約」として定め、経営の向上に継続的に取

り組む「協約マネジメントサイクル」を導入しています。

　平成 28 年度からは、附属機関（横浜市外郭団体等経

営向上委員会）を活用して、各団体の総合的な評価を行

うなど、さらなる経営向上に向けた取組を進めています。

■文書管理（行政マネジメント課）

　横浜市の全ての事業は、文書を作成し、その内容を判断

した上で実施されます。そのため、作成、分類、保存、廃

棄など文書事務が適正に実施されるよう、横浜市行政文書

管理規則を中心とした諸規定を整備するとともに、分かり

やすく、簡潔な行政文書の作成に取り組んでいます。

　また、一連の文書事務を電子化する総合的な文書管理

システムを平成 17 年９月から全庁で導入し、より一層

文書事務の効率化を図っています。さらに全庁的な文書

事務の見直し・ペーパーレスの推進について取組を進め

ています。

■市史資料等の保存活用（行政マネジメント課）

　横浜市史資料室（横浜市中央図書館地下１階）にて、「横

浜市史Ⅱ」の編集過程で収集した資料、横浜の空襲と戦

災関連資料、横浜市の歴史的公文書を、公開準備の整っ

た資料から順次公開（閲覧利用）しています。

ICT 環境の整備・安定稼働
■ ICT環境の整備・安定稼働
	（行政マネジメント課、ICT 基盤管理課、
住民情報システム課）

　本市では、昭和 41 年度以降「市民サービスの向上」「行

政事務の効率化」を目的に情報化を進めてきました。現

在では窓口業務を支える住民記録システム、税務システ

ムをはじめとした大規模なシステムが運用され、様々な

行政サービスの実現に情報通信技術（ICT）が活用され

ています。

　引き続き、市民サービスを支える住民情報系システム

を安定稼働させるとともに、社会保障・税番号制度（マ

イナンバー制度）に基づいた自治体間等の情報連携に必

要なシステムについても円滑な稼働に努めます。

　また、市民の皆様の利便性向上に向け、電子申請シス

テムの機能拡大を図ります。

　行政内部事務を支えるネットワークについても、情報

セキュリティの向上に努めるとともに、ICT 環境の整備・

最適化に取り組み、業務の効率化を図ります。

危機管理対策
■自助意識の向上と共助の推進（地域防災課）

防災・減災の普及啓発
　「広報よこはま」等の広報物や、ホームページ、テレビ・

ラジオ、防災フェア、本市の自助・共助の中核施設であ

る横浜市民防災センターと連携した各種イベントなどを

通じ、防災・減災の意識啓発を図っています。

防災・減災推進員の育成

　地域防災活動の担い手となる「防災・減災推進員」を

育成し、するとともに、自治会・町内会を中心とした「町

の防災組織」が行う研修や訓練等の防災活動に対してア

ドバイザー派遣や関係区局と連携した支援を実施する

等、自助・共助の推進に向けた取組を進めています。

■地域防災力の強化（地域防災課）

地域防災拠点の整備・充実
　市民の皆さんに身近な小・中学校等（460 か所）を災害

時の避難所として地域防災拠点に指定し、住民の避難生活・

情報受伝達の拠点として、防災資機材、食料・飲料水、生

活用品等を備蓄しています。また、非接触型体温計、マスク、

アルコール消毒液などを備蓄するとともに、感染症防止対

策の留意点などをまとめたマニュアルを作成するなど、新

型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。

　地域防災拠点には、地域・学校・行政等で構成された地

域防災拠点運営委員会が設置されており、日ごろからの活

動を促進し、発災時の円滑な救助・救出及び避難所として

開設・運営に備える研修・訓練等に必要な活動経費の一部

を助成しています。

自主防災組織の育成
　「町の防災組織」に対して、防災資機材の購入や防災訓

練の実施など、自主防災活動を支援するために補助金を交

付しています。

横浜防災ライセンスの推進

　地域防災拠点に備えている防災資機材の取扱講習を実施

します。受講者には、習得した知識や技術をそれぞれの地

域での防災活動に役立てていただいています。

避難生活物資の確保

　本市では、元禄型関東地震により発生を想定している避

難者及び帰宅困難者のための食料等を地域防災拠点、区役
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局務総

の強化を図っています。

■危機管理情報基盤の整備
　（緊急対策課）

繁華街安心カメラ

　市民の皆さんをはじめ、国内外から多くの人が訪れる市

内都心部の主要繁華街５地区（横浜駅周辺、みなとみらい

21 地区、関内地区、関外地区及び新横浜駅周辺）において、

人々が安心して過ごせるよう繁華街安心カメラを設置し、

災害時の状況把握、緊急事態への対処、及び大規模イベン

ト時における事件・事故の未然防止に活用しています。

防災情報通信システム

　災害時において、応急対策等を支援する「防災行政用無

線」、「危機管理システム」などの各種システムを運用・管

理しています。

（1）防災行政用無線

　防災行政用無線は、市役所と区役所等を結ぶ多重無

線、区役所と地域防災拠点等を結ぶデジタル移動無線、

市内全域で通信を行う全市移動無線及び各区内で通信

を行う地区移動無線で構成されており、各機器の稼働

に必要な電源設備も備える総合的な無線通信網です。

　多重無線は区役所や防災関係機関等に固定局を設置

し、無線統制局や中継局を経由して、無線電話、ＦＡＸ

等による一斉指令または個別通話等ができます。

　デジタル移動無線は、地域防災拠点に半固定型の機器

を設置しており、無線電話による個別通話やグループ通

話等ができます。

　全市移動無線及び地区移動無線には、基地局及び

移動局があり、同一チャンネル間のグループ通話等

ができます。

　また、区役所や地域防災拠点等に防災スピーカーを設

置し、緊急地震速報や津波警報などの災害情報を一斉に

放送します。

（2）危機管理システム

　危機管理システムは、市危機管理室と各区役所、関係

局をオンラインネットワークで結び、各種気象情報や地

震情報等のほか、発災時の情報受伝達及び被害集計等を

行うシステムで、迅速かつ的確な災害対策の実施を支援

するものです。また、大規模災害時に、地域防災拠点等

へ避難した市民の皆さんの安否情報を、インターネット

を通じて確認できるよう、エヌ・ティ・ティ レゾナン

ト株式会社の運営する「J-anpi 安否情報まとめて検索」

の web サイトに掲載します。

（3）被災者支援システム

　被災者の迅速な生活再建を図るため、「被害認定調査」・

「り災証明書発行」を正確かつ速やかに行うシステムを

運用しています。

（4）地震防災関連システム

　災害対策本部の初動体制の確保や効率的な災害対策

を図ることを目的として、地震発生後、速やかに市域内

の地震情報をより確実に収集する強震計ネットワーク

や、被害情報の収集・被害推定を行うシステムを整備し

所、方面別備蓄庫などに備蓄しています。

　なお、発災 3 日間は公的備蓄、家庭内備蓄を合わせて対

応する計画としていることを踏まえ、地震発生時等には道

路障害等により物資輸送が困難となり、一時的に被災市民

の皆さんの食料等の不足を想定し、各家庭において 1 人 3

日分（できれば 1 週間分）の備蓄に取り組んでいただくよ

う呼びかけています。

広域避難場所

　広域避難場所は、地震により発生した火災が延焼拡大し

た場合、その輻
ふ く し ゃ

射熱や煙から市民の皆さんの生命・身体を

守るために避難する場所として、112 か所（令和 3 年度末

時点）を指定しています。

風水害時の避難行動の促進

　地域の危険性を把握できる「浸水ハザードマップ」の発

行とともに、風水害時の一人ひとりの行動計画である「マ

イ・タイムライン」の作成を促進しています。

■危機対処に係る計画の整備（防災企画課）

横浜市防災計画等の修正

　南海トラフ巨大地震への対応、復旧・復興対策の具体化、

直近の大規模地震を踏まえた対応、神奈川県による高潮浸水

想定区域の指定に伴う本市ハザードマップの作成等について

修正し、令和３年５月から施行しました。

■危機対処・防災訓練の実施（緊急対策課）

横浜市総合防災訓練

　令和３年度の横浜市総合防災訓練は、西区の耐震バースを

訓練会場として実施しました。

　例年、地元の自治会・町内会、事業所、自衛隊、警察、消

防等各関係機関と連携し、実動訓練を実施しているところで

すが、今年度は横浜市が九都県市合同防災訓練の幹事市（中

央会場）として、政府調査団をはじめより多くの関係機関と

連携し大規模な訓練を実施しました。

　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年実施

している一般観覧は中止とし、訓練の様子はライブ配信を実

施しました。

横浜駅周辺混乱防止対策訓練

　横浜駅は本市において、鉄道利用客や来街者が多く利用す

る主要ターミナル駅です。大規模地震等災害発生時には、駅

の利用者等の混乱が予想されることから、横浜駅及びその周

辺の事業所等と連携して、横浜駅周辺混乱防止対策訓練を実

施しています。令和 3 年度は、鉄道、横浜駅西口・東口各事

業者、警察と連携し、大規模地震発生時の駅周辺の混乱防止

及び来街者の安全確保を目的とした情報受伝達等の訓練を実

施しました。

「防災の日」防災訓練及び「防災とボランティアの日」

防災訓練

　９月の「防災の日」、１月の「防災とボランティアの日」

及び「防災とボランティア週間」において、本市防災計画「震

災対策編」に基づく状況付与型の市災害対策本部運営訓練を

自衛隊、海上保安庁、県警等と連携して実施し、災害対応力
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ています。

1）「横浜市強震計ネットワーク」の運営

市内 42 か所に設置した地震計の情報から、速やかに

市域内の震度を把握します。

2）「横浜市地震情報（Jishin.net）」の活用

東京ガスのシステムを活用し、震度分布、液状化、

建物被害の推定情報等を取得します。


